
〔倉橋部町の農地は倉橋部町で守る！〕 〔次世代の為に新しい農業を構築しょう！〕 

                     

【第 12号議案】 

 

  労務費のペナルティ料算出における対象の一部追加について（案） 

 

  決算時、確定労務時間数より「出夫不可申請者」を除く全組合員を対象に、組合員毎の要労

務時間数を求め、不足する組合員に対してはペナルティ料を徴求致しておりますが、今年度よ 

り「水利費」と「育苗管理費」を労務時間数算出の対象に加えたくご検討願います。 

なお、「水利費」と「育苗管理費」より求めた労務時間数は、特別出夫の趣旨からして特別出 

夫手当額算出の対象から除きます。 

 ※「水利費」と「育苗管理費」については、従来通り定額で支払う。 

 

                          記 

  (例) A さん 

   ・平成 28年度労務時間数（H27.12～H28.11）                           100時間 

   ・水利費支払額:1万円→(1万円÷1千円/1時間当たりの労務単価 = 10時間)  10時間 

   ・育苗管理費:2万円→(2万円÷1千円/1時間当たりの労務単価 = 20時間)    20時間 

               (計)                                            130時間を 

実労務時間数と見なす。 

 

（説明 例）  Ｂさんの田んぼ ８反 

        出夫不足により上記表の ❷ となった 

        組合はＢさんより４８千円徴求します（８反 × ６千円） 

以上 

 内   容 1反あたりの徴求額 

❶ 確定標準労務時間数に対する実労務時間数の進捗割合が 5%未満の場合 8千円  

❷ 確定標準労務時間数に対する実労務時間数の進捗割合が 5 %以上 10%未満の場合 6千円  

❸ 確定標準労務時間数に対する実労務時間数の進捗割合が 10%以上 30%未満の場合 4千円  

❹ 確定標準労務時間数に対する実労務時間数の進捗割合が 30%以上 50%未満の場合 2千円  

❺ 確定標準労務時間数に対する実労務時間数の進捗割合が 50%以上の場合  0円  


